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 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を

改正する省令案及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

施行規則第三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤案について、

令和４年９月 13 日（火）から令和４年９月 14 日（水）まで御意見を募集したと

ころ、本件に関する御意見を６件いただきました。 

御意見については、適宜要約等の上、取りまとめており、パブリックコメント

の対象となる案件についての御意見に対する考え方のみを公表させていただい

ておりますので御了承ください（お寄せいただいた御意見のうち、同趣旨のもの

は適宜集約しております。）。 

今後とも厚生労働行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

御意見の概要 御意見に対する考え方 

今回の改正中「65 歳未満」とは診断

時時点での年齢かそれとも、コロナに

感染したと考えられる日における年齢

か教えて頂ければありがたい。 

感染症法第 12 条第１項により、医師

は新型コロナウイルス感染症の患者を

診断したときに届出を行うことになっ

ており、当該患者が発生届出の対象に

なるかどうかについては、診断時の年

齢によって判断されます。 

大筋では賛成だが、なぜ 65 歳で線

引きするのか。中年層でもそれなりに

高いリスクがあるのだから、せめて 60

歳とした方が良いのではないか。 

科学的な知見や専門家の意見を踏ま

えて、重症化のリスク因子となる 65 歳

以上の高齢者を発生届出の対象として

おります。発生届出の対象外となる方

も安心して療養をできるようにするた

め、健康フォローアップセンターの整

備等に引き続き取り組んでまいりま

す。 

なお、引き続き、基礎疾患を有する 65



歳未満の患者の方等が受診を希望する

場合には、診療・検査医療機関を受診し

ていただきたいと考えています。 

現状の内容では、感染症が「重症

化」するケースまたは、高齢者・妊婦

のみしかカウンティングされないた

め、感染症により、基礎疾患が悪化

し、重症化するケースは非該当とされ

ております。そのため、感染症によ

り、基礎疾患の重症化した場合、「感

染症」を理由に、命の選別が行われる

こととなります。 

その観点より、非人道的対応と受け

取れます。そのため、条項に基礎疾患

の悪化リスクがある対象者を含めるべ

きではないでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症の患者に

ついて、基礎疾患が悪化し、入院又は当

該感染症が重症化するおそれがある場

合の治療に使用される薬剤若しくは酸

素の投与を要する場合は発生届出の対

象となります。 

また、引き続き、基礎疾患を有する患

者の方が受診を希望する場合には、診

療・検査医療機関を受診していただき

たいと考えています。 

意見公募期間がなぜこんなに短い期

間なのか教えて下さい。 

本省令及び本告示については、一般

医療や救急医療等を含む我が国の保健

医療システムを機能させながら、社会

経済活動を維持できるよう、緊急の必

要から定めるものであることを踏ま

え、意見募集期間を設定しております。 

都道府県毎に違う扱いとせず、全国

一律とすることには全国一律でないと

意味がないのでそこは全く異論はな

い。ただ統計上性別、人数、年齢だけ

は把握すべきではないか。 

 

 

 

 

対象外の人について発生届が出され

ないと、陽性者把握が出来なくなるこ

とから重要な用事、仕事、試験などが

あった場合無症状であったり解熱剤等

でした場合陽性だとわかっていても、

高齢者等重症化リスクの高いものを

守るとともに、通常医療を確保するこ

とを目的に、保健医療体制の強化・重点

化を進めるため、発生届出の対象につ

いては、65 歳以上の方、入院を要する

方など４類型に限定しますが、感染者

の年代別の総数は引き続き把握してい

きます。 

 

発生届出の有無に関わらず、引き続

き、新型コロナウイルス感染症の患者

には外出自粛の要請を行ってまいりま

す。 

 



対象外のものは発生届が出されないた

め規制ができず、通常インフルエンザ

等と同様、事実上規制がないことにな

るがそれで良いのか。隠されたら正直

わからないと思う。 

 

これをやるなら無料検査や自主検査

で陽性だとわかった場合の対象外とさ

れる人については、現行の自主登録や

みなし陽性についても発生届を必要と

しなくなり、発生届の意味がなくなる

ので規定を改定し対象外となる人はみ

なし陽性やハーシス自主登録規定は廃

止するとしないと辻褄が合わないこと

となるためこの二つについては改定後

以降は廃止する（扱わない）よう求め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オミクロン株は無症状から急激に悪

化することがあるが入院等になった場

合は、発生届を出すことになるが誰が

出すのか？新たにかかった医師か？そ

の場合の待機開始はいつにするのか。 

 

 

そもそも対象者について高齢者につ

 

 

 

 

 

 

医療機関を受診せず自己検査等で陽

性であった者については、自治体が設

定する健康フォローアップセンターに

連絡・登録を行うことで、体調悪化時等

の相談や、宿泊療養や配食等の支援を

受けられる仕組みとしており、その円

滑な実施のためにも健康フォローアッ

プセンター等において当該陽性者の登

録を受け付けることとしております

が、発生届出の対象外の方については、

発生届の提出としてのハーシスへの登

録は想定されません。また、地域の感染

状況に応じて、診療・検査医療機関への

受診に一定の時間を要する状況となっ

ている等の場合については、患者の症

状や重症化リスク等に応じて、適切な

医療の提供が確保されるよう、同居家

族などの感染者の濃厚接触者が有症状

となった際には、引き続き医師の判断

により検査を行わなくとも、臨床症状

で診断できる取扱いとしております。 

 

当該患者について入院を要すると判

断した医師が発生届出を行います。ま

た、患者の療養解除基準については、発

生届出の有無に関わらず適用されるた

め、療養期間の起算日は発症日となり

ます。 

 

「高齢者」は 65 歳以上の者を指しま



いては何歳以上を想定し、妊婦につい

ては母子健康手帳を持っているものが

対象か。 

「入院、当該感染症が重症化するお

それがある場合の治療に使用される薬

剤若しくは酸素の投与といった医療の

提供が必要となるおそれのある者」に

ついて何か具体的な病名や薬剤があれ

ば明示して下さい。 

す。「妊婦」に該当するか否かは個別具

体的に判断されます。 

「当該感染症」は新型コロナウイル

ス感染症を指します。「当該感染症が重

症化するおそれがある場合の治療に使

用される薬剤」については、告示案の概

要でお示ししている以下の薬剤となり

ます。 

・カシリビマブ（遺伝子組換え）及び

イムデビマブ（遺伝子組換え） 

・ステロイド薬 

・ソトロビマブ（遺伝子組換え） 

・トシリズマブ（遺伝子組換え） 

・ニルマトレルビル、リトナビル 

・バリシチニブ 

・モルヌピラビル 

・レムデシビル 

 


